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の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令

容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
に
関
す
る
省
令
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

○

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
分
別
基
準
）

（
分
別
基
準
）

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
中

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
法
第
八
条
に
規
定
す
る
市
町
村
分
別
収
集
計
画
に

欄
に
掲
げ
る
市
町
村
が
法
第
八
条
に
規
定
す
る
市
町
村
分
別
収
集
計
画
に

基
づ
き
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
分
別
収
集
を
し
て
得
ら
れ
た
物
ご
と

基
づ
き
容
器
包
装
廃
棄
物
に
つ
い
て
分
別
収
集
を
し
て
得
ら
れ
た
物
ご
と

に
当
該
物
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
当
該
物
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七

主
と
し
て
プ
ラ

一

一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

七

主
と
し
て
プ
ラ

一

一
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

ス
チ
ッ
ク
製
の

で
及
び
三
の
項
第
二
号
に
適
合
す

ス
チ
ッ
ク
製
の

で
及
び
三
の
項
第
二
号
に
適
合
す

容
器
包
装
で
あ

る
こ
と
。

容
器
包
装
で
あ

る
こ
と
。

っ
て
、
飲
料
、

二

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

っ
て
、
飲
料
又

二

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

し
ょ
う
ゆ
そ
の

ト
製
以
外
の
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ

は
し
ょ
う
ゆ
を

ト
製
以
外
の
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ

他
環
境
大
臣
が

ッ
ク
製
の
容
器
包
装
が
混
入
し
て

充
て
ん
す
る
た

ッ
ク
製
の
容
器
包
装
が
混
入
し
て

定
め
る
商
品
を

い
な
い
こ
と
。

め
の
ポ
リ
エ
チ

い
な
い
こ
と
。

充
て
ん
す
る
た

三

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

レ
ン
テ
レ
フ
タ

三

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ
タ
レ
ー

め
の
ポ
リ
エ
チ

ト
製
の
ふ
た
以
外
の
ふ
た
が
除
去

レ
ー
ト
製
の
容

ト
製
の
ふ
た
以
外
の
ふ
た
が
除
去

レ
ン
テ
レ
フ
タ

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

器
に
係
る
物

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

レ
ー
ト
製
の
容

器
に
係
る
物

八

主
と
し
て
プ
ラ

一

一
の
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

八

主
と
し
て
プ
ラ

一

一
の
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び

ス
チ
ッ
ク
製
の

第
四
号
に
適
合
す
る
こ
と
。

ス
チ
ッ
ク
製
の

第
四
号
に
適
合
す
る
こ
と
。

容
器
包
装
（
飲

二

圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

容
器
包
装
（
飲

二

圧
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

料
、
し
ょ
う
ゆ

し
、
白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製

料
又
は
し
ょ
う

し
、
白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製

そ
の
他
環
境
大

食
品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ

ゆ
を
充
て
ん
す

食
品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ

臣
が
定
め
る
商

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
た
め
の
ポ
リ

っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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品
を
充
て
ん
す

三

飲
料
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
環
境

エ
チ
レ
ン
テ
レ

三

飲
料
又
は
し
ょ
う
ゆ
を
充
て
ん

る
た
め
の
ポ
リ

大
臣
が
定
め
る
商
品
を
充
て
ん
す

フ
タ
レ
ー
ト
製

す
る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ

エ
チ
レ
ン
テ
レ

る
た
め
の
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
テ
レ
フ

の
容
器
を
除
く

フ
タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
が
混
入
し

フ
タ
レ
ー
ト
製

タ
レ
ー
ト
製
の
容
器
が
混
入
し
て

。
）
に
係
る
物

て
い
な
い
こ
と
。

の
容
器
を
除
く

い
な
い
こ
と
。

。
）
に
係
る
物

四

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ふ
た
以
外

四

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ふ
た
以
外

の
ふ
た
が
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
ふ
た
が
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

。

五

白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食

五

白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食

品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ
っ

品
用
ト
レ
イ
の
み
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
洗
浄
さ
れ
、
乾
燥
さ
れ
て

て
は
、
洗
浄
さ
れ
、
乾
燥
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

（
市
町
村
分
別
収
集
計
画
）

（
市
町
村
分
別
収
集
計
画
）

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
市
町
村
分
別

第
三
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
る
市
町
村
分
別

収
集
計
画
は
、
平
成
二
十
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご
と
の
各

収
集
計
画
は
、
平
成
九
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご
と
の
各
年

年
の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
分
別
収
集
促
進
計
画
）

（
都
道
府
県
分
別
収
集
促
進
計
画
）

第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県

第
四
条

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県

分
別
収
集
促
進
計
画
は
、
平
成
二
十
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年

分
別
収
集
促
進
計
画
は
、
平
成
九
年
を
初
年
と
す
る
同
年
以
後
の
三
年
ご

ご
と
の
各
年
の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

と
の
各
年
の
四
月
を
始
期
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。


